
安高市民公示第 1号   

2026年 2月 4日   

 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号。以下「法」という。）第 243条の 2第 1項の規定によ

り公金の収納に関する事務（以下「公金事務」という。）を次のように委託したので、同条第 2

項及び安芸高田市財務規則（平成 16年安芸高田市規則第 39号）第 64条第 2項の規定 

に基づき告示する。 

安芸高田市長 藤本 悦志    

 

1 委託する収納事務 

安芸高田市手数料条例（平成 16 年安芸高田市条例第 76 号）に規定する臨時運行許

可申請手数料、住民基本台帳閲覧手数料、住民票の写しの交付手数料、住民基本台帳

ネットワークシステムによる住民票の写しの交付手数料、住民票記載事項証明書交付手

数料、除票の写しの交付手数料、除票記載事項証明書交付手数料、戸籍の附票の写し

の交付手数料、戸籍の附票の除票の写しの交付手数料、提出書類等の閲覧に関する写

しの交付手数料、印鑑登録証再交付手数料、印鑑登録証明書交付手数料、各種証明手

数料、 戸籍謄抄本又は戸籍証明書交付手数料、戸籍記載事項証明書交付手数料、戸

籍電子証明書提供用識別符号発行手数料、除籍謄抄本又は除籍証明書交付手数料、

除籍記載事項証明書交付手数料、除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料、届出

若しくは申請の受理証明書、届書その他の書類の記載事項又は届書等情報の内容の証

明書交付手数料、届書その他の書類又は届書等情報の内容の閲覧手数料の収納事務 

 

2 指定をした日 

2026年 2月 4日 

 

3 委託期間  

2026年 4月 1日から 2026年 9月 30日まで 

 

4 委託先 

公益財団法人安芸高田市地域振興事業団 理事長 藤川 幸典 


